
大 分県 建 設 工事 検 査要綱 Ｈ２９改正

（趣 旨）

第１条 この要綱は、大分県建設工事検査規程（平成２３年大分県訓令甲第１５号。以下

「検査規程」という。）に基づき、土木建築部及び農林水産部が施工する建設工事（土

木工事、農業土木工事、森林土木工事、水産土木工事、電気・機械・電気通信等の設備

工事及び建築工事等）の検査の実施について必要な事項を定める。

（用語の意義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

（１）検査員

土木建築部工事検査室長（以下「工事検査室長」という。）、本庁の発注機関の長

及び地方機関の長から検査を命ぜられた者をいう。

（２）監督員

大分県公共工事請負契約約款（平成２７年大分県告示第２００号。以下「約款」と

いう。）第９条に規定する者をいう。

（３）受注者

県と工事の請負に関し契約を締結した者をいう。

（検査の種類）

第３条 検査の種類は、検査規程第２条に定める検査とする。

２ 完成検査は、約款第３１条に規定する工事の完成の確認及び約款第３９条に規定する

指定部分に係る完了の確認をするための検査をいい、出来形確認又は中間検査で既に検

査した部分を含め、すべての出来形について行うものとする。

３ 出来形確認は、約款第３８条及び第５２条に規定する工事の出来形部分及び工事現場

に搬入した工事材料の確認をするための検査をいう。

４ 中間検査は、次のものをいう。

（１）約款第３３条の規定に基づき工事目的物の全部又は一部を使用する場合に、特記仕

様書において検査対象工事と定められた部分の確認をするための検査

（２）橋梁等の構造部材の仮組立等で特記仕様書において検査対象工事と定められた部分

の確認をするための検査

（工事検査室長が行う検査）

第４条 工事検査室長は、次項及び第３項に定める工事について前条の検査を行うものと

する。

２ 土木建築部の工事

（１）本庁の発注機関の長が執行する一件の設計金額が１千万円以上の工事

（２）地方機関の長が執行する一件の設計金額が８千万円以上の工事

（３）本庁の発注機関の長及び地方機関の長が執行する一件の設計金額が１千万円以上の
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（検査の種類） 

第３条 検査の種類は、検査規程第２条に定める検査とする。 
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に搬入した工事材料の確認をするための検査をいう。 

４ 中間検査は、次のものをいう。 

（１）約款第３３条の規定に基づき工事目的物の全部又は一部を使用する場合に、特記仕 

  様書において検査対象工事と定められた部分の確認をするための検査 

（２）橋梁等の構造部材の仮組立等で特記仕様書において検査対象工事と定められた部分 

 の確認をするための検査 

 

（工事検査室長が行う検査） 

第４条 工事検査室長は、次項及び第３項に定める工事について前条の検査を行うものと 

する。 

２ 土木建築部の工事 

（１）本庁の発注機関の長が執行する一件の設計金額が１千万円以上の工事 
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設備工事（電気・機械・電気通信工事）

（４）前三号に掲げるもののほか、本庁の発注機関の長及び地方機関の長から検査を依頼

された工事

３ 農林水産部の工事

（１）本庁の発注機関の長が執行する一件の設計金額が１千万円以上の工事

（２）地方機関の長が執行する一件の設計金額が３千万円以上の工事

（３）本庁の発注機関の長及び地方機関の長が執行する一件の設計金額が１千万円以上の

設備工事（電気・機械・電気通信工事）

（４）前三号に掲げるもののほか、本庁の発注機関の長及び地方機関の長から検査を依頼

された工事

（本庁の発注機関の長が行う検査）

第５条 本庁の発注機関の長は、次の各号に定める工事について第３条の検査を行うもの

とする。

（１）土木建築部の工事

本庁の発注機関の長が執行する一件の設計金額の１千万円未満の工事（設備工事（電

気・機械・電気通信工事）を含む）

（２）農林水産部の工事

本庁の発注機関の長が執行する一件の設計金額の１千万円未満の工事（設備工事（電

気・機械・電気通信工事）を含む）

２ 前項の規定にかかわらず、新工法、特殊工法、その他、当該本庁の発注機関の長が行

うことができないと判断される工事の検査は、工事検査室長に依頼することができる。

（地方機関の長が行う検査）

第６条 地方機関の長は、次の各号に定める工事について第３条の検査を行うものとする。

（１）土木建築部の工事

地方機関の長が執行する一件の設計金額が８千万円未満の工事及び１千万円未満の

設備工事（電気・機械・電気通信工事）

（２）農林水産部の工事

地方機関の長が執行する一件の設計金額が３千万円未満の工事及び１千万円未満の

設備工事（電気・機械・電気通信工事）

２ 前項の規定にかかわらず、新工法、特殊工法、その他、当該地方機関の長が行うこと

ができないと判断される工事の検査は、工事検査室長に依頼することができる。なお、

設備工事（電気・機械・電気通信工事）の検査において、特に専門的知識を有する必要

があると判断されるものは、工事検査室長が行うものとする。

（部外との協定に基づく検査）

第７条 土木建築部及び農林水産部以外の部局との協定に基づく検査については、この要

綱に準じて検査を行うものとする。

    設備工事（電気・機械・電気通信工事） 

（４）前三号に掲げるもののほか、本庁の発注機関の長及び地方機関の長から検査を依頼 
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（３）本庁の発注機関の長及び地方機関の長が執行する一件の設計金額が１千万円以上の 

    設備工事（電気・機械・電気通信工事） 

（４）前三号に掲げるもののほか、本庁の発注機関の長及び地方機関の長から検査を依頼 

    された工事 

 

（本庁の発注機関の長が行う検査） 

第５条 本庁の発注機関の長は、次の各号に定める工事について第３条の検査を行うもの 

  とする。 

（１）土木建築部の工事 

     本庁の発注機関の長が執行する一件の設計金額の１千万円未満の工事（設備工事（電 

    気・機械・電気通信工事）を含む） 

（２）農林水産部の工事 

     本庁の発注機関の長が執行する一件の設計金額の１千万円未満の工事（設備工事（電 

    気・機械・電気通信工事）を含む） 
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第６条 地方機関の長は、次の各号に定める工事について第３条の検査を行うものとする。 

（１）土木建築部の工事 

      地方機関の長が執行する一件の設計金額が８千万円未満の工事及び１千万円未満の 

    設備工事（電気・機械・電気通信工事） 

（２）農林水産部の工事 

    地方機関の長が執行する一件の設計金額が３千万円未満の工事及び１千万円未満の 

    設備工事（電気・機械・電気通信工事） 

２ 前項の規定にかかわらず、新工法、特殊工法、その他、当該地方機関の長が行うこと 

  ができないと判断される工事の検査は、工事検査室長に依頼することができる。なお、 

  設備工事（電気・機械・電気通信工事）の検査において、特に専門的知識を有する必要 

  があると判断されるものは、工事検査室長が行うものとする。 

 

（部外との協定に基づく検査） 

第７条 土木建築部及び農林水産部以外の部局との協定に基づく検査については、この要 
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（検査の基準）

第８条 検査員の行う工事の検査基準は、別に定める。

（検査員の任命）

第９条 検査員の任命は、受注者から提出された工事完成通知書又は出来形確認要求書を

受理したとき及び中間検査を必要とするときに行うものとする。

２ ２人以上の検査員により検査を行う必要があると認められる場合は、それぞれの検査

員の検査の対象を工事の施工区間、工事の種別等により定めるとともに、総括する検査

員を定めなければならない。

（検査の指示）

第１０条 検査員は、適正な検査を行うため必要な事項について、受注者に対して指示を

することができる。

（検査の処理）

第１１条 検査規程第７条第２項の規定による報告は検査結果報告書（第１号様式）によ

り、同項の規定による通知は検査結果通知書（第２号様式）により行うものとする。

（検査の復命）

第１２条 検査規程第９条の規定による復命は、工事検査復命書（第３号様式）により行

うものとする。

（修補方法等の検討）

第１３条 発注者は、受注者に修補その他適当な処理を行わせる場合は、必要に応じて検

査規程第１０条第１項の建設工事検査委員会に諮り、その審議結果を踏まえてその方法

等を決定するものとする。

（帳簿の保管）

第１４条 工事検査室長、本庁の発注機関の長及び地方機関の長は、工事検査台帳（第４

号様式）その他必要な帳簿を保管するものとする。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。（平成16年4月１日建政第２号）

（経過措置）

２ この要綱施行の際、現に提出されている報告その他の手続は、この要綱によってなさ

れた報告その他の手続とみなす。

３ 大分県土木建築部工事検査要綱（平成１３年４月２日伺い定め）は、廃止する。

（施行期日）

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。（平成18年3月30日工検第438号）

（検査の基準） 

第８条 検査員の行う工事の検査基準は、別に定める。 

 

（検査員の任命） 

第９条 検査員の任命は、受注者から提出された工事完成通知書又は出来形確認要求書を 

  受理したとき及び中間検査を必要とするときに行うものとする。  

２ ２人以上の検査員により検査を行う必要があると認められる場合は、それぞれの検査 

 員の検査の対象を工事の施工区間、工事の種別等により定めるとともに、総括する検査 

 員を定めなければならない。 

 

（検査の指示） 

第１０条 検査員は、適正な検査を行うため必要な事項について、受注者に対して指示を 

  することができる。 

 

（検査の処理） 

第１１条 検査規程第７条第２項の規定による報告は検査結果報告書（第１号様式）によ 

  り、同項の規定による通知は検査結果通知書（第２号様式）により行うものとする。 

                                        

 （検査の復命） 

第１２条 検査規程第９条の規定による復命は、工事検査復命書（第３号様式）により行 

うものとする。 

 

（修補方法等の検討） 

第１３条 発注者は、受注者に修補その他適当な処理を行わせる場合は、必要に応じて検

査規程第１０条第１項の建設工事検査委員会に諮り、その審議結果を踏まえてその方法

等を決定するものとする。 

 

（帳簿の保管） 

第１４条 工事検査室長、本庁の発注機関の長及び地方機関の長は、工事検査台帳（第４

号様式）その他必要な帳簿を保管するものとする。 

 

   附  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。（平成 16 年 4 月１日建政第２号） 

（経過措置） 

２ この要綱施行の際、現に提出されている報告その他の手続は、この要綱によってなさ

れた報告その他の手続とみなす。 

３ 大分県土木建築部工事検査要綱（平成１３年４月２日伺い定め）は、廃止する。 

 （施行期日） 

１  この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。（平成 18 年 3月 30 日工検第 438 号） 
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（施行期日）

１ この要綱は、平成１９年５月１日から施行する。(平成19年4月26日工検第68号)

（施行期日）

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。(平成22年3月30日工検第795号)

（施行期日）

１ この要綱は、平成２３年１０月２１日から施行する。(平成23年10月21日工検第55号)

（施行期日）

１ この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。(平成24年6月29 日工検第418号)

（施行期日）

１ この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。(平成27年9月18日工検第411号)

（施行期日）

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 (平成29年3月21日工検第925号)

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年５月１日から施行する。(平成 19 年 4 月 26 日工検第 68 号) 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。(平成 22 年 3 月 30 日工検第 795 号) 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年１０月２１日から施行する。(平成 23 年 10 月 21 日工検第 55 号) 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。(平成 24 年 6 月 29 日工検第 418 号) 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。(平成 27 年 9 月 18 日工検第 411 号) 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 (平成 29 年 3 月 21 日工検第 925 号) 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 (令和 3 年 3 月 24 日工検第 787 号) 



年 月 日
 印

工事検査室長　殿
（又は本庁の発注機関、地方機関の長）

検査員

円 円

検 査 年 月 日

立 会監 督 員

検査結果報告書

工 事 名

工 事 場 所

路河川名等

立 会

受 注 者

 平成

受 注 者

工　　　　　期
完 成 年 月 日自　 平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日

（ 正 ）

施 工 者

 平成　　年　　月　　日至　 平成　　年　　月　　日

（ 副 ）

有 無

有 無

有 無

（ 副 ）

最終請負額

有 無

現場代理人 有 無

第１号様式（第11条関係）

　　　　上記のとおり、工事の完成検査 （出来形確認・中間検査）の結果について、大分県建設
　　工事検査規程第７条第２項の規定により報告します。

設 計 概 要

検 査 結 果

専任技術者 有 無

最終設計額

年 月 日

工事検査室長　殿
（又は本庁の発注機関、地方機関の長）

検査員

円 円

検 査 年 月 日

立 会監 督 員

検査結果報告書

工 事 名

工 事 場 所

路河川名等

立 会

受 注 者

受 注 者

工　　　　　期
完 成 年 月 日自　　　　　年　　月　　日 年 月 日

（ 正 ）

施 工 者

年 月 日至　　　　　年　　月　　日

（ 副 ）

有 無

有 無

有 無

（ 副 ）

最終請負額

有 無

現場代理人 有 無

第１号様式（第11条関係）

　　　　上記のとおり、工事の完成検査 （出来形確認・中間検査）の結果について、大分県建設
　　工事検査規程第７条第２項の規定により報告します。

設 計 概 要

検 査 結 果

専任技術者 有 無

最終設計額
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年 月 日

工事検査室長

（又は本庁の発注機関、地方機関の長）  印

発注者　　　　　　殿

工 事 場 所

工 期

自  平 成 年 月 日

 平成

 平  成 年 月 日

検 査 結 果

監督員

　　  上記のとおり、工事の完成検査（出来形確認・中間検査）を行ったので、大分県建設工事検査
   規程第７条第２項の規程により通知します。

検 査 員

完成年月日  平  成 年 月 日

検査年月日

至  平 成 　年 月 日

受注者

代 表 者

（ 副 ）

 平  成 年 月 日

（ 正 ）

（ 副 ）

第２号様式（第11条関係）

路河川名等

検査結果通知書

工 事 名

年 月 日

工事検査室長

（又は本庁の発注機関、地方機関の長）

発注者　　　　　　殿

工 事 場 所

工 期

自 年 月 日

年 月 日

検 査 結 果

監督員

　　  上記のとおり、工事の完成検査（出来形確認・中間検査）を行ったので、大分県建設工事検査
   規程第７条第２項の規程により通知します。

検 査 員

完成年月日 年 月 日

検査年月日

至 年 月 日

受注者

代 表 者

（ 副 ）

年 月 日

（ 正 ）

（ 副 ）

第２号様式（第11条関係）

路河川名等

検査結果通知書

工 事 名
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 印

 平成　　年　　月　　日 から

 平成　　年　　月　　日 まで

点

 注　「確認印」欄には、検査部門の責任者が確認印を押印する。

工 期

工事検査台帳（完成・出来形・中間）

完 成 日

設 計 概 要

評 点

　　市・郡　　　町・村　　大字

工 事 名

監 督 員立
会
人

受 注 者

工 事 場 所
 確認
 印

検査回数

 平  成 年 月 日

代 表 者

 平成　　年　　月　　日

担 当 事 務 所

請 負 額

監 督 員

商 号

業者等級

検 査 記 事

受

注

者

現 場 代 理 人

第４号様式　（第14条関係）

設 計 額

担 当 事 業 課

検 査 年 月 日

検 査 員

職 氏 名

平成　　年　　月　　日 から

平成　　年　　月　　日 まで

点

工 期

工事検査台帳（完成・出来形・中間）

完 成 日

設 計 概 要

評 点

工 事 名

監 督 員立
会
人

受 注 者

工 事 場 所

検査回数

　　市・郡　　　町・村　　大字

年 月 日

代 表 者

　　　　　　　年　　月　　日

担 当 事 務 所

請 負 額

監 督 員

商 号

業者等級

検 査 記 事

受

注

者

現 場 代 理 人

第４号様式　（第14条関係）

設 計 額

担 当 事 業 課

検 査 年 月 日

検 査 員

職 氏 名
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